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なぜ、現代総有研究所を開設したか？

第一 総有研究の個人史

１ 富士山米軍演習場に反対する忍草の
会 天野重知代表から「入会権」を知る。

沖縄県久高島で神の国（イザイホ～とノ
ロ及び総有条例）を学ぶ。

高野山。大学で真言宗、奥の院で宗教民
俗学を、町民から高野山総有を教えられる。

博士論文の審査で祇園など「都市の総
有」を知る。

東日本大震災に遭遇し、不明土地、新し
い住まいの構築などから、人々の協働の必
要性を痛感。

白樺湖で財産区の実態に触れ、新しい思
想と実践の必要性。

都市計画、現代総有論序説、現代総有論
の執筆や国際研究・交流に発展する。

２ 現時点で、想像以上に、法学分野だけ
でなく経済学、哲学、建築・都市計画、社
会学などなどの分野から大きな反響がある。

第二 その背景

１ 何よりも日常生活の中に引きこもり、孤
独死、無縁社会 個的な病気が蔓延しはじめ
たことたこと
少子・高齢化の中、全国で空地、空室が発生
し、とどまることを知らない
消滅自治体などがリアルになった

さらに、日本政治が堕落し、将来への希望
が見えなくなっていること

２ 大学退職後、一人で継続と思ったが、
需要にこたえるためには現代総有を社会化す
る必要がある。



第三 現代総有研究の論点

１ 「個化」は日本の近代主義と深く結びつ
いている。

政治 国 、自治体、国民という縦の構造
経済 市場という匿名の個の集合

社会 情報化（スマホ） すべて個人の空
間で処理できる

哲学 人間中心主義。自然と人間、人間と
神、人間と人間の関係の切断
２ これらの思想や実務の進化の過程で全
体として、便利、機能、経済が圧倒的価値を
持つようになる
それと同時に、人間そのもの、親子、家族、
親戚、地域、あるいは愛（恋愛、郷土愛な
ど）、文化（祝祭、儀礼）などが喪失し、個
化（無関心・無責任、他人任せ）が発生。

現代総有はまず人々を「横につなぐ」こと
から始める。

第四 現代総有の課題

１ 現代総有
【土地の総有】 空地・空室の増大、地域
や団地の崩壊に対して、土地所有権をいった
ん眠らせ土地（地域資源）を共同利用する
（民法の古典的な総有理解）。
【空間の総有】集合住宅の内部、集合住宅
と地域、地域内部での共有部分を拡大化して
いく。これは急速な法改正が望まれる。
【心の総有】人々の親切心（御接待）、NPO
による援助、信仰などによる救済。これを進
化させ拡大していく必要がある。
２ 必要性が現代総有を生み出し、成熟さ

せていく。 可能なところから。
３ 成果の点検と可視化

スピード。 現地を中心（主体）に専門
家、企業、マスコミ、自治体・国の力を集中
させること。
４ 疎外物の除去と新しいルールの開拓

総有主体（組合）法
都市法や税、補助金などの改正
自治体の再構築

など
現代総有研究所をそれら遂行のための一

つの「拠点」としたい。



人口減少時代に向けた都市法改正と総有 2018/07/15野口

都市法改正の状況

分類 背景 法改正 コメント

放置放棄土
地の利活用

①公共空間の過少利用
②民地の利用放置、過
少利用
③市民団体等による公
共空間、私的空間の利
活用事例の増加

①「都市再生法人」や民による空間の管
理運営（道路占用の緩和、都市公園占用
の緩和、都市利便増進協定、公園協議会
の設置）
②「みどり法人」、市民団体による都市
緑地（市民緑地）の管理・整備
③生産緑地で直売所、農家レストラン等
の設置可能
④市民グループによる空家活用の増加

【背景】
●シェアリング文
化の浸透
●市民事業の増加

【評価】
●市民によるコモ
ンズ事業の法的環
境の整備
●絶対的土地所有
へのメス
●総有事業の可能
性拡大

【共通課題】
①自治体の活用体
制及び資質
②市民主体(市民主
体の資金力、事業
推進力、継続性）
③公共公益事業
（地域福利事業）
の領域拡大

リゾーニン
グと都市縮
小誘導

①都市（機能）のコン
パクト化（＋ネット
ワーク）の政策的要請
②中心市街地の空き地
空き家の激増と賑わい
の衰退化
③郊外の開発抑制に限
界

①柔らかなリ・ゾーニング（立地適正化
計画）
②低未利用地の利用権交換、まちづくり
法人による一時保有（低未利土地権利設
定等促進計画）
③コモンズ協定（まちづくり団体等によ
る共同整備管理）

所有者不明
土地対策

①所有者不明土地、所
有権放棄土地の増加
②団塊世代の増加⇒不
明土地急増の可能性

①所有者不明土地の検索の合理化
（31⇒21ケ月）
②市民団体による不明土地の利用/所有
者不明土地の利用の円滑化（公共事業、
地域福利増進事業）







各地で市民事業の展開が始まっている

都市公園、道路などで市民が
カフェ事業を展開

空家を活用した
コミュニティのサロン

担う新しいタイプの活動主体

○里山の都市公園に地方創生でカフェをつくり地元の女
性グループが運営中

○都市公園にカフェが設置できる制度改正を活用、イニ
シャルコスト、制度突破は国が支援



街を活性化する新しい主体を設立

土地の共同利用して街を活性化

生協運動からの発展

空家活用、フードバンク、市民カ
フェ・・・・・ を側面援助する支援団体

まちづくり長野



タワーマンションのエリア
NPOによるコモンズによるコミュニティ
形成の取組み

都市コモンズ
への着目

人々が集い、協働によりマネージメントする
都市の共有資源・共有空間＝「都市コモンズ」
お維持・再生・創生を重視。



道路公園空地空家自然農産物・・・資源を「共有」することで社会的価値を高め
る、社会のために共に働く主体（アソシエーション）をつくる、社会のため
に働くという価値観、実社会（コミュニティ）から変えたい、意思を持った
主体の連携、新しいタイプのコミュニティの希望、シェアリングという文化、
人口減少社会・過少利用社会と法制度改革、・・・・

「現代総有」運動




